
第２２号議案  

   足立区立プチテラス条例の一部を改正する条例  

 上記の議案を提出する。  

  令和４年２月２２日  

            提出者  足立区長   近  藤  弥  生     

 

   足立区立プチテラス条例の一部を改正する条例  

 足立区立プチテラス条例（平成２８年足立区条例第２３号）の一部を

次のように改正する。  

 別表中  

「     「     

 １，５８３円     １，８５６円    

 ９３８円     １，１００円    

 １４０円     １６５円    

 ３５１円     ４１２円    

 ７０３円     ８２５円    

 １１７円     １３７円    

 １４０円     １６５円    

 ３５１円     ４１２円    

 ７０３円     ８２５円    

 １，１７３円     １，３７５円    

 １，１７３円     １，３７５円    

 ４６９円   を   ５５０円   に改める。  

 １，１７３円     １，３７５円    

 ８６５円     １，０３８円    

 ３５１円     ４１２円    

 ５８６円     ６８７円    

 ９，３６０円     1 万８００円    



        

 １，６５７円     １，９１２円    

 １万４，６２５円     1 万６，８７５円    

 ９８７円     １，１８４円    

 ３９円    ４５円    

 ３９円    ４５円    

  」     」   

   付  則  

１  この条例は、令和４年４月１日から施行する。  

２  この条例の施行の日の前日までの占用に係る占用料については、な

お従前の例による。  

 

 （提案理由）  

 プチテラスの占用料を改定する必要があるので、この条例案を提出い

たします。  

 


